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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第１区分
【発行日】令和3年10月21日(2021.10.21)

【公開番号】特開2021-39132(P2021-39132A)
【公開日】令和3年3月11日(2021.3.11)
【年通号数】公開・登録公報2021-013
【出願番号】特願2020-196018(P2020-196018)
【国際特許分類】
   Ｇ０４Ｂ  37/10     (2006.01)
   Ｈ０１Ｈ  13/06     (2006.01)
   Ｈ０１Ｈ   9/04     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０４Ｂ   37/10     　　　Ｑ
   Ｈ０１Ｈ   13/06     　　　Ａ
   Ｈ０１Ｈ    9/04     　　　Ａ

【手続補正書】
【提出日】令和3年9月3日(2021.9.3)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　この一の発明は、貫通孔が設けられた支持部材と、前記貫通孔に挿入される軸部が設け
られた操作部材と、を備え、前記操作部材は、前記軸部を囲むように設けられた第１の凸
部を有し、前記支持部材は、前記第１の凸部に対応する位置にリング状の第１の凹部を有
し、前記第１の凹部における底部と前記第１の凸部における頂部との間に第１のフィルタ
が配置されていることを特徴とする押釦装置である。
　この他の発明は、貫通孔が設けられた支持部材と、前記貫通孔に挿入される軸部が設け
られた操作部材と、を備え、前記操作部材は、前記軸部を囲むように設けられた第１の凹
部を有し、前記支持部材は、前記第１の凹部に対応する位置にリング状の第１の凸部を有
し、前記第１の凸部における頂部と前記第１の凹部における底部との間に第１のフィルタ
が配置されていることを特徴とする押釦装置である。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　貫通孔が設けられた支持部材と、
　前記貫通孔に挿入される軸部が設けられた操作部材と、
　を備え、
　前記操作部材は、前記軸部を囲むように設けられた第１の凸部を有し、
　前記支持部材は、前記第１の凸部に対応する位置にリング状の第１の凹部を有し、
　前記第１の凹部における底部と前記第１の凸部における頂部との間に第１のフィルタが
配置されていることを特徴とする押釦装置。
【請求項２】
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　請求項１に記載された押釦装置において、
　前記操作部材は、前記第１の凸部に対応する位置の外周側又は内周側にリング状の第２
の凹部を有し、
　前記支持部材は、前記第２の凹部に対応する位置にリング状の第２の凸部を有し、
　前記第２の凹部における底部と前記第２の凸部における頂部との間に第２のフィルタが
配置されていることを特徴とする押釦装置。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載された押釦装置において、
　前記第１の凹部は、前記操作部材の前記第１の凸部によって密閉された空間となってい
ることを特徴とする押釦装置。
【請求項４】
　請求項２に記載された押釦装置において、
　前記第２の凹部は、前記支持部材の前記第２の凸部によって密閉された空間となってい
ることを特徴とする押釦装置。
【請求項５】
　貫通孔が設けられた支持部材と、
　前記貫通孔に挿入される軸部が設けられた操作部材と、
　を備え、
　前記操作部材は、前記軸部を囲むように設けられた第１の凹部を有し、
　前記支持部材は、前記第１の凹部に対応する位置にリング状の第１の凸部を有し、
　前記第１の凸部における頂部と前記第１の凹部における底部との間に第１のフィルタが
配置されていることを特徴とする押釦装置。
【請求項６】
　請求項５に記載された押釦装置において、
　前記操作部材は、前記第１の凹部に対応する位置の外周側又は内周側にリング状の第２
の凸部を有し、
　前記支持部材は、前記第２の凸部に対応する位置にリング状の第２の凹部を有し、
　前記第２の凸部における頂部と前記第２の凹部における底部との間に第２のフィルタが
配置されていることを特徴とする押釦装置。
【請求項７】
　請求項６に記載された押釦装置において、
　前記第２の凹部は、前記操作部材の前記第２の凸部によって密閉された空間となってい
ることを特徴とする押釦装置。
【請求項８】
　請求項５～請求項７のいずれかに記載された押釦装置において、
　前記第１の凹部は、前記支持部材の前記第１の凸部によって密閉された空間となってい
ることを特徴とする押釦装置。
【請求項９】
　請求項１～請求項８のいずれかに記載された押釦装置において、前記支持部材はケース
であることを特徴とする押釦装置。
【請求項１０】
　請求項１～請求項９のいずれかに記載された押釦装置を備えていることを特徴とする時
計。
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